
第30号様式の7

（宛先）春日井市長 令和　　　　年　　　　月　　　　日
住所（所在地） 地方税法附則　第15条の９第１項　に該当。

　令和    年度の税額を減額します。
氏名（名称及び代表者氏名）

個人番号（法人番号）

電話 （ ）

次のとおり春日井市市税条例附則第10条の３第７項の規定の適用を受けるため申告します。

　

　 　

　 　

　
　
　
　

　

　申告に必要な書類については、裏面を参照してください。

改　修　工　事
に要した費用

　上記のとおりですので、減額の適用をしてよろしいか。

物件の所在地（家屋番号） 種 類

　

　

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書
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改　修　工　事
が完了した年月日



住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

　昭和57年１月１日以前から所在する住宅で、平成25年１月１日から令和８年３月31日までの間に耐震改修工事を行った場合、次の要件を満たしていれば、
改修工事が完了した日の属する年の、翌年の一月一日を賦課期日とする年度分に限り、120㎡相当分まで固定資産税の減額を受けることができます。
　減額措置対象の納税義務者は、改修工事完了後３月以内に必要書類を持参して、減額の申告手続きを行ってください。

減額を受けるための主な要件

　１　昭和57年１月１日以前から所在する住宅であること。
　２　耐震基準（昭和56年６月１日施行）に適合した工事であること。
　３　耐震改修工事に要した費用が50万円超であること。
減額の内容
　改修工事を行った住宅の固定資産税額の２分の１（長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は３分の２）
　※都市計画税は減額されません。
減額される期間
　改修が行われた翌年度分（適用は１回限り）
申告に必要な書類
　次のうち①又は②のいずれか。
　①　住宅耐震改修証明書（春日井市建築指導課）
　②ア　増改築等工事証明書（建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関等）
　　イ　領収書や明細書等、耐震改修の工事費用が50万円超の確認ができる書類（施工業者）
　上記のほか、長期優良住宅の認定を受けて耐震改修した場合は、そのことを証する書類（春日井市建築指導課）

根拠法令
　地方税法附則第15条の９第１項～第３項


